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第一章 総    則 

 

［制 定 根 拠］ 

第 一 条 公益財団法人ベルマーク教育助成財団（以下「本財団」という。）は、定款に

定めた教育環境の整備充実を助成するため、ベルマーク教育助成運動運営規

定（以下「本規定」という。）を定める。 

［目 的］ 

第 二 条 本規定は、学校等、特にへき地学校等の教育設備整備充実等その教育に対す

る援助と協力を行うに必要な資金を継続的に得るため、学校等のＰＴＡ、大

学等、社会教育施設等の学習団体等を対象として実施するベルマーク教育助

成運動（以下「助成運動」という。）について必要な事項を定め、もってその

適正、かつ確実な運営を図ることを目的とする。 

［定 義］ 

第 三 条 本規定中「参加団体」とは助成運動に参加するＰＴＡ、大学等、社会教育施

設等の学習団体等をいい、「協賛会社」とは助成運動において市場調査の対象

として扱う商品（以下「参加商品」という）を生産し、又は第一次的に販売

する会社及び対価を得て役務、便宜、施設等を供与（以下「参加サービス商

品」という）する会社をいい、「協力会社」とは助成運動における教育設備の

購入先である会社をいう。 

［協賛会社等と本財団の関係］ 

第 四 条 協賛会社及び協力会社ならびにこれらの役員（ただし、非常勤役員および社

外取締役ならびに社外監査役を除く）又は従業員ならびに参加団体は、本財

団に役員等として参加し、又は本財団の役員等の任免、業務の執行等に関与



 
 

してはならない。 

 

［朝日新聞社の後援］ 

第 五 条 本財団は、助成運動に関する宣伝その他の協力を得るため、朝日新聞社の後

援を求める。 

［助成運動の実施要領］ 

第 六 条 助成運動は、次の各号に定めるところにより実施する。 

一 協賛会社は、参加商品についてはその商品に、参加サービス商品につい

ては、サービスの対価を証する書面に一定の証票を付け、又はその一部

分を証票にかわるものとして指定する。 

二 参加団体は、参加団体に属する各世帯から収集した証票等を本財団の指

定する証票袋に入れ、袋の所定欄に所定の事項を記入して、本財団に送

付する。 

三 本財団は、前号の証票等を整理して、協賛会社に送付する 

四 協賛会社は、本財団を経由して証票等を送付した参加団体に対し、第二

十二条の規定により、証票等を換算した金額と消費税相当額を市場調査

費として支払う。 

五 協賛会社は、市場調査費を、本財団が参加団体の委託を受けて設けた参

加団体名義別の銀行口座に振り込む。 

六 参加団体は、市場調査費のうち十二・五分の十の金額は教育設備購入資

金として、本財団に保管運営を委託し、残りの十二・五分の二・五の金

額と消費税相当額を助成運動の運営費又は本財団の事業費として本財団

に提供する。 

七 本財団は、参加団体が教育設備の購入を希望するときは、その参加団体

に係る教育設備購入資金をもって、参加団体が指定する協力会社から希

望の教育設備を購入し、参加団体に送付する。 

八 前号による教育設備を購入するに際し、協力会社は参加団体に対し、税

引き小売価格の十％をこえない割り戻しをする。 

九 参加団体は、前号の割戻金をへき地学校等教育設備助成資金（以下「へ

き地学校等助成資金」という）として本財団に寄付する。 

［購買強制の禁止］ 

第 七 条 本財団は、参加団体が、助成運動においてその参加団体に属する各世帯に対

し特定の商品の購買の強制を行なわないように留意するものとする。 

［助成運動にともなう事業］ 

第 八 条 本財団は、助成運動の推進、啓発及び宣伝のために、必要に応じて次の事業

を行なう。 

        一 広報版の発行及び頒布。ベルマーク新聞購読料は、参加団体から助成運 

動の運営費又は本財団の事業費として提供された費用の中に含まれる。 

        二 都道府県単位の説明会の開催 



 
 

        三 その他助成運動の推進に必要な事業 

 

 

［助成運動の経理］ 

第 九 条  ＜削除＞ 

 

 

第二章 参 加 団 体 

 

［参 加 団 体］ 

第 十 条 参加団体になろうとするＰＴＡ、大学等、社会教育施設等の学習団体等は、

助成運動の趣旨に賛成し、事務局長の決裁を受け、事務局長は理事会に報告

しなければならない。 

［委 託］ 

第 十 一 条 参加団体は、助成運動への参加に際し、本財団に対し次の事項を委託する。 

一 参加団体が収集し、整理して本財団に送付した証票等を本財団から各協

賛会社に送付すること。 

二 協賛会社が参加団体に対して提供する市場調査費を、受領するのに必要

な一切の行為をすること。 

三 前号により受領した市場調査費を、参加団体名義別の銀行口座を設けて

預け入れ、保管すること。 

四 保管金をもって、協力会社から教育設備を購入するのに必要な契約を含

む一切の行為をすること。 

五 協力会社から参加団体に対する割戻金に関し、契約及び受領を含む一切

の行為をすること。 

２ 参加団体は、前項による委託契約を解除することができない。 

［市場調査費の取扱い］ 

第 十 二 条 （削除） 

２ 参加団体は、第六条六項で本財団に保管委託をした市場調査費と消費税相当

額及びそれから生ずる利息を、教育設備購入代金の支払い以外に使用するこ

とはできない。ただし、理事会の承認を受けた場合には、災害を被った学校

等に対する援助に使用することができる。 

３ （削除） 

［割戻金の寄付］ 

第 十 三 条 参加団体は、協力会社から教育設備を購入するにあたり協力会社からの割戻

金をへき地学校等助成資金として本財団に寄付する。 

［自己資金による補填］ 

第 十 四 条 参加団体は、協賛会社から提供を受けた市場調査費に、自己資金を加えて教

育設備を購入することができる。 



 
 

２ 前項の自己資金の割合は、購入金額の原則五十％をこえることができないも

のとする。 

［運賃の負担］ 

第 十 五 条 参加団体が収集した証票等を本財団へ送付するときの運賃諸掛は、参加団体

の負担とする。 

［注 意 事 項］ 

第 十 六 条 参加団体は、助成運動の実施にあたり、教育上支障をきたし、又は誤解を受

けないよう、次の諸点に注意するものとする。 

         一 証票等の収集にあたっては、児童生徒を使用することにより、児童生徒

間に競争心または購買心を助長することのないようにすること 

         二 ＰＴＡ会員たる教職員の負担にならないようにすること 

         三 参加商品のうち薬事法に規定する医薬品等については、斡旋販売、推奨

販売にならないようにすること 

［参加の取消し］ 

第 十 七 条 参加団体が本規定に違反する行為を行なったときは、本財団の理事会の議決

を経て、助成運動への参加を取り消すことができる。 

［脱退と再参加］ 

第 十 八 条 参加団体が助成運動より脱退しようとする場合には、理由を付して脱退届を

提出し、事務局長の決裁を受け、事務局長は理事会に報告しなければならな

い。 

    ２ 脱退届が提出されない場合でも、五か年以上、連絡先が不明となった場合及

び収集した証票等が本財団に送付されなかった場合には、脱退と見做すもの

とする。ただし、脱退と見做されてから一か年以内に運動を再開した場合は、

この限りではない。 

３ 脱退後、再参加を希望する場合には、本規定を了承の上、所定の参加申込書

を新たに提出し、事務局長の決裁を受け、事務局長は理事会に 報告しなけれ

ばならない。 

［参加の取消し及び脱退の効果］ 

第 十 九 条 参加団体が第十七条の規定により参加を取消された場合、又は前条の規定に

より脱退した場合には、本財団と参加団体との間の第十一条の規定による委

託契約は解除されたものとする。 

２ 参加団体が参加を取消され、又は脱退した場合は、保管金については、本財

団が保管金を以て参加団体の希望する教育設備を購入送付することにより清

算する。なお、保管金の清算後、残金が生じた場合には、参加団体はその残

金を本財団に寄付する。 

３ 前項の規定は、前条第 2 項により脱退と見做された団体についても適用する

ものとし、連絡先不明を理由に脱退と見做された場合には、保管金全額を本

財団に寄付する。 

 



 
 

第三章 協 賛 会 社 等 

 

［協賛会社並びに参加商品及び参加サービス商品］ 

第 二 十 条 協賛会社になろうとする会社は、助成運動の趣旨に賛成し、本規定を了承の

上、所定の協賛申込書及び参加商品承認申請書又は参加サービス商品承認申

請書を提出し、それぞれ事務局長の決裁を受け、事務局長は理事会に報告し

なければならない。 

［参加商品又は参加サービス商品の承認の基準］ 

第二十一条 本財団は、参加商品又は参加サービス商品の承認にあたり、次の各号に掲げ

る事項に留意するものとする。 

    一 当該商品、又は当該役務、便宜、施設等の供与は、使用度又は普及度が

高く、品質その他に信用のあるものであること 

         二 次に掲げるものは参加商品又は参加サービス商品とすることができな

いこと 

          イ 国内の法令にもとづく諸規準に適合しない商品 

          ロ 公序良俗に反する商品 

          ハ 反社会的な商品 

［市場調査費の提供］ 

第二十二条 協賛会社は、参加団体に対し、その収集した証票等の以下に定める点数一点

につき一円二十五銭を乗じて得た金額と消費税相当額を証票等と引き換えに

市場調査費として提供し、参加団体名義の銀行口座に振込む。 

      一 参加商品については原則として、税抜き価格（協賛会社が材料生産者の

場合の衣料品については材料費の価格）の一％の金額一円につき一点と

する 

      二 税抜き小売価格の指定のない参加商品については実勢の価格に基づき当

該協賛会社が算出した価格を前号の税抜き小売価格とする 

      三 参加サービス商品についてはその供与の態様にもとづき当該協賛会社が

算出した点数を参考として個別に理事会が決定する点数とする 

［証票袋製作費等の費用］ 

第二十三条 証票袋の製作費及びこれを参加団体に送付するときの運賃諸掛は、協賛会社

の負担とする。 

［協 賛 期 間］ 

第二十四条 協賛期間は一か年を一期とし、協賛会社が本財団に脱退を表明しない限りは、

自動更新される。 

 

第四章 協 力 会 社 

 

［協 力 会 社］ 

第二十五条 協力会社になろうとする会社は、助成運動の趣旨に賛成し、本規定を了承の



 
 

上、所定の協力申込書を提出し、事務局長の決裁を受け、事務局長は理事会

に報告しなければならない。 

 

［協力会社の基準］ 

第二十六条 本財団は、協力会社の承認にあたり、次の各号に掲げる事項に留意するもの

とする。 

      一 日本工業規格（ＪＩＳ）、文部科学省所定の基準、又は基準の定めのない

ものは、これに準ずるものに適合する教育設備を生産し、又は第一次的

に販売する会社であること 

      二 助成運動により参加団体が購入する教育設備の品質及びサービスについ

て、一般市販品との間に区別を設けない会社であること 

 

［割 戻 金］ 

第二十七条 協力会社は、参加団体が教育設備を購入するとき、税抜き小売価格の十％を

こえない金額を参加団体に割戻す。 

［教育設備の運賃等の負担］ 

第二十八条 参加団体が購入する教育設備の運賃荷造等の諸掛は協力会社の負担とする。 

２ 参加団体が購入する教育設備のリストの製作費、及びこれを参加団体に送付

するときの運賃諸掛は協力会社の負担とする。 

［代金の支払い］ 

第二十九条 協力会社等への代金支払いは、参加団体から購入品着荷通知が本財団に到着

した後、本財団の保管金から支払うものとする。 

 

第五章 補    則 

 

［細 則］ 

第 三 十 条 削除 

 

附  則 
この運営規定の変更は、理事会で決定された日から実施する。 

 

附  則 （２０１６年４月１日） 

第一条  ２０１６年５月末までに助成運動に参加している参加団体が受領する市場調査

費は、第十一条三号の定めのとおり参加団体名義別の銀行口座に預け入れ、普

通預金で保管する。 

 

第二条  ２０１６年６月以降に助成運動に参加する参加団体に限り、受領する市場調査

費は、本財団名義の銀行口座に預け入れ、普通預金で保管する。 


